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環境審議会資料

令和４年７月５日

環 境 保 全 課

秋田火力発電所の廃止に伴う大気環境測定局の廃止について

１ 概要

本市では、市内に大気環境測定局（１０局）を設置し、大気汚染状況等を監視して

いる。そのうち、東北電力(株)秋田火力発電所（以下「秋田火力」という。）の監視目

的で設置された堀川局および上新城局（以下「両局」という。）については、秋田火力

が令和５年３月３１日をもって廃止されることに伴い、その役割を終えることから、

この両局も同時に廃止しようとするものである。

２ 大気環境測定局について

(1) 設置の経緯

本市は新産業都市建設区域として、秋田湾地区の建設基本計画が昭和４１年に承

認されたことを契機に、公害を防止するため、昭和４３年に本県初となる大気環境

測定局として山王局および土崎局を設置し、大気環境の測定を開始した。

また、秋田県と連携した監視体制を構築するなかで大気環境測定局を増設し、イ

ンターネット等の回線を利用したテレメーターシステムによる秋田市全域の常時監

視を実施している。

(2) 法的根拠および測定体制

大気汚染防止法第２２条の規定に基づき、大気汚染の状況を常時監視している。

大気環境測定局の設置数については、「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大

気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」（以下「事務処理基準」という。）

で、大気汚染物質の人への暴露指標となる人口基準および可住地面積基準で算定さ

れた測定局数のうち、数の少ない方を全国的視点から必要な測定局として算定する

こととされているが、本市では、自然的状況および社会的状況等を勘案して地域的

視点から必要な測定局数も加えて算定し、現在の１０局体制で常時監視を行ってい

る。

(3) 測定データの取扱い

収集した測定データは、速報値（１時間値）を市のホームページで公表している

ほか、秋田県や環境省にも提供しており、広域的な常時監視に活用されている。

また、年間測定結果は環境省に報告するほか、「秋田市の環境」で公表している。
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表１ 全国的視点から必要な測定局数の算定

秋田市 基 準 算 定

人 口 ３０６,１７８人 ７５,０００人／局 ４.１局

可住地面積 ２９０.６６ｋｍ２ ２５ｋｍ２／局 １１.６局

本市の指標における全国的な視点から必要な測定局数は４.１局である。

※ 人口は令和４年５月３１日現在。

※ 可住地面積は「あきた１００の指標（令和２年版）」参照。

表２ 大気環境測定局の所在地

測定局名 設置場所 住 所 用 途 局舎

1 上新城 旧上新城小学校 上新城五十丁字大村屋敷22 調整区域 独立

2 堀川 三吉神社隣接地 飯島字堀川84番地130 二 中 独立

3 将軍野 土崎駅第三街区公園 土崎港北二丁目18－18 一 住 独立

4 土崎 北部市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 土崎港西五丁目３－１ 準 工 併設

5 山王 市役所本庁舎 山王一丁目１－１ 商 業 併設

6 広面 広面樋ノ上自動遊園地 広面字樋ノ上28番地３ 一 低 独立

7 茨島/
茨島体育館 茨島一丁目４－71 近隣商業 独立

8自排茨島

9 仁井田 仁井田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 仁井田本町四丁目５－20 一 低 併設

10 新屋 西部市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 新屋扇町13－34 商 業 併設

３ 秋田火力について

(1) 発電機の稼働および廃止

稼働年月 廃止年月 出 力

１号機 昭和４５年 ８月 平成１５年１２月２７日 ３５万ｋｗ

２号機 昭和４７年 ２月 令和 ２年 ３月３１日 ３５万ｋｗ

３号機 昭和４９年１１月 令和 元年 ９月 １日 ３５万ｋｗ

４号機 昭和５５年 ７月 令和 ５年 ３月３１日（予定）６０万ｋｗ

※ ４号機の廃止をもって秋田火力が廃止となる。

(2) 公害防止協定の経緯

ア 昭和４４年６月２１日 覚書を締結

イ 昭和４６年９月 １日 覚書を廃止し、協定を締結
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４ 堀川局について

(1) 設 置 目 的 ４号機増設に対する監視（飯島堀川町内会の要望）

(2) 設 置 年 月 昭和５４年１２月

(3) 測 定 項 目 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素

※参考項目として風向風速（ＷＤＷＳ）

(4) 所 有 権 者 ア 土地は、堀川町内会から無償貸借して使用

イ 建物は、環境保全課の所有

(5) 管 理 費 用 １,３３４千円（年額）

５ 上新城局について

(1) 設 置 目 的 １号機からの最大着地濃度地点の監視

(2) 設 置 年 月 昭和４８年３月

(3) 測 定 項 目 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質

※参考項目として風向風速（ＷＤＷＳ）

(4) 所 有 権 者 ア 土地は、旧上新城小グラウンドを使用

イ 建物は、環境保全課の所有

(5) 管 理 費 用 １,５３７千円（年額）
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６ 両局の測定結果および設置効果について

(1) 二酸化硫黄および二酸化窒素は設置以降、環境基準を達成している。

(2) 浮遊粒子状物質は、黄砂等の自然現象による場合を除き、設置以降、環境基準を

達成している。

(3) 両局での監視により、秋田火力による生活環境への影響がなかったことを確認し

ている。

７ 両局の廃止による影響について

(1) 残る８か所の大気環境測定局で、環境省の示す測定局の算定数を満たすことから、

大気環境の監視体制に影響はない。

(2) 将来、大気環境に影響を及ぼす可能性のある工場等の立地が市域に計画された場

合には、適時、監視体制の見直しを行うこととする。



- -5

別紙１

大気環境測定局の配置図
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別紙２

図１ 二酸化硫黄（長期的評価）における経年変化

図２ 二酸化窒素（長期的評価）における経年変化
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図３ 浮遊粒子状物質（長期的評価）における経年変化

図４ 浮遊粒子状物質（短期的評価）の推移
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